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神戸市消防吏員服制規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和６年９月 24日

神戸市長 久   元 喜   造

神戸市規則第８号

神戸市消防吏員服制規則の一部を改正する規則

 神戸市消防吏員服制規則（平成 18年３月規則第 98号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（制服等及び被服等）

第２条 [略 ] 

２ 消防活動その他勤務の性質により

必要とする制服等以外の着衣及びこ

れらの附属品（以下「被服等」とい

う 。） は、 次に 掲 げる も のと し 、そ

の色及び製式その他の被服等に関す

る事項は、消防長が定める。  

(1)、 (2) [略 ]

(3) 特殊被服等（救急服、救急靴、

救急用バンド、救助服、救助用バ

ンド、航空帽、航空服、航空救助

服、航空靴、整備服及び保安帽を

（制服等及び被服等）

第２条 [略 ] 

２ 消防活動その他勤務の性質により

必要とする制服等以外の着衣及びこ

れらの附属品（以下「被服等」とい

う 。）は 、次 に掲 げる も のと し、 そ

の色及び製式その他の被服等に関す

る事項は、消防長が定める。  

(1)、 (2) [略 ]

(3) 特殊被服等（冬救急服、夏救急

服、救急靴、救急用バンド、救助

服、救助用バンド、航空帽、航空

服、航空救助服、航空靴、整備服
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いう。）

(4) [略 ]

及び保安帽をいう。）

(4) [略 ]

附  則  

（施行期日）

１  この規則は、令和６年 10月１日から施行する。

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に貸与されている被服等については、当分の間、こ

れを着用することができる。  
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 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則

を廃止する規則をここに公布する。  

令和６年９月 24日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第９号

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険の保険料の減免に関する

規則を廃止する規則

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則

（令和２年６月規則第 17号）は、廃止する。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。
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神戸市建築計画概要書等閲覧規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年９月24日

神戸市長 久 元 喜 造

神戸市規則第 1 0号

神戸市建築計画概要書等閲覧規則の一部を改正する規則

 神戸市建築計画概要書等閲覧規則（昭和46年２月規則第118号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規則は、建築基準法施行

規則（昭和 25年建 設省令第 40号）第

11条の３第３項の 規定に基づき、同

条第１項に規定す る書類（以下単に

「書類」という。）の閲覧に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

第１条  この規則は、建築基準法施行

規則（昭和 25年建 設省令第 40号）第

11条の４第３項の 規定に基づき、同

条第１項に規定す る書類（以下単に

「書類」という。）の閲覧の場所（以

下「閲覧所」という。）及び閲覧に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧所の設置） （閲覧所の設置） 

第２条  書類の閲覧の場所（以下「閲

覧所」という。）は、建築住宅局建築

指導部内に置く。 

第２条  閲覧所は、建築住宅局建築指

導部内に置く。
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附 則  

この規則は、公布の日から施行する。
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神戸市告示第 310 号 

 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53号）第 11条第１項の規定に基づき、特定有害物質に

よって汚染されている区域を、次のとおり形質変更時要届出区域に指定する。 

令和６年９月 17 日 

 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定する区域 

東灘区西岡本６丁目 71番の一部 

（別図のとおり） 

２ 特定有害物質の名称 

鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 

別図 
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神戸市告示第3 1 5号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３ 

号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）第 23 条の２項及び３ 

項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次の 

とおり告示する。 

令和 6 年 9 月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 

保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

(1) 西部保管所・西代保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

(2) 須磨保管所・名谷保管所

ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。）

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 

なければならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 24台

原動機付自転車 0台

自転車 11台

原動機付自転車 0台

自転車 29台

原動機付自転車 0台

自転車 31台

原動機付自転車 0台

自転車 22台 令和6年8月8日

原動機付自転車 0台

自転車 8台

原動機付自転車 1台

自転車 20台 令和6年8月13日

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 0台 令和6年8月14日

原動機付自転車 0台

自転車 7台

原動機付自転車 0台

自転車 17台 令和6年8月20日

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 3台 令和6年8月21日

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 1台

自転車 15台 令和6年8月22日

原動機付自転車 0台

自転車 12台

原動機付自転車 0台

自転車 0台 令和6年8月26日

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 30台 令和6年8月27日

原動機付自転車 0台

自転車 20台

原動機付自転車 1台

自転車 9台 令和6年8月28日

原動機付自転車 0台

自転車 9台

原動機付自転車 1台

自転車 2台 令和6年8月29日

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 1台

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田・須磨区管内長期放置

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田・須磨区管内長期放置

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

撤去及び保管した自転
車等の台数

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和6年8月7日

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和6年8月6日

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和6年8月5日

長田・須磨区管内長期放置

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区須磨浦
通２丁目２番
須磨保管所

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨・須磨海浜公園駅周辺
自転車等放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所
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神戸市告示第316号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）及び第 23 条の２の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年 9月 24日 

 神戸市長  久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

三宮保管所及び湊町保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

（日曜日、祝日及び 12月 28日から１月４日を除く）

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及 

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなければ

ならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用

を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該自転

車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　 　表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ、又は放
置されていた場所

撤去し、及び保管した年月日 問い合わせ先

中央区小野浜町３番地先 自転車 31 台 兵庫区湊川町２丁目１番12号

三宮保管所 原動機付自転車 0 台 建設局中部建設事務所

自転車 10 台 電話　511-0515

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 33 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 13 台

原動機付自転車 0 台

自転車 17 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 16 台

原動機付自転車 0 台

自転車 25 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 0 台

自転車 31 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 26 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 30 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

中央区長期放置

中央区長期放置 令和6年8月23日

令和6年8月17日

令和6年8月29日

令和6年8月24日

令和6年8月21日

中央区長期放置

駐輪場内

令和6年8月27日

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和6年8月5日

令和6年8月16日

令和6年8月7日

中央区長期放置 令和6年8月3日

令和6年8月20日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年8月8日

中央区長期放置 令和6年8月13日

令和6年8月19日

駐輪場内

中央区長期放置

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

撤去し、及び保管した自転車等
の台数

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

春日野道駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和6年8月2日

令和6年8月9日
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兵庫区湊町1丁目35 自転車 15 台

湊町保管所 原動機付自転車 0 台

自転車 16 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 21 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 12 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 11 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 16 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 19 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

令和6年8月3日

駐輪場内

令和6年8月19日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年8月26日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年8月13日

兵庫区長期放置

令和6年8月1日

兵庫区長期放置 令和6年8月8日

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

駐輪場内

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

兵庫区長期放置

令和6年8月6日

駐輪場内

令和6年8月22日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和6年8月23日

令和6年8月28日

兵庫区長期放置 令和6年8月29日

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域
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神戸市告示第3 1 7号  

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例

第３号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和６年９月２４日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去

し、及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

  垂水自転車保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、そ

の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長

に提示しなければならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日

から 1 月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保

管に不相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することが

できないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び 自転車等が置かれ、又は 撤去し、及び

返還の場所 放置されていた場所 保管した年月日

垂水区西舞子８丁目20番19号　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ４ 台 令和6年8月1日 垂水区福田５丁目６番20号

　垂水保管所 　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台 建設局垂水建設事務所

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 電話７０７－０２３４

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年8月8日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年8月13日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     １ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ３ 台 令和6年8月19日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和6年8月23日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和6年8月28日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ３ 台

　原動機付自転車     ０ 台

問い合わせ先
撤去し、及び保管した

自転車等の台数
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神戸市告示第318号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年９月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年10月８日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年９月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧別 延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 中央幹線 神戸市長田区大道通２丁

目１番２地先から 

神戸市長田区大道通２丁

目11番１地先まで 

新 35.00 最大  7.50 

 最小  7.40 

旧 35.00 最大  7.50 

 最小  7.40 

市道 川西４号線 神戸市長田区川西通２丁

目20番１地先から 

神戸市長田区大道通２丁

目１番２地先まで 

新 64.00 最大  5.40 

 最小  5.30 

旧 64.00 最大  4.80 

 最小  4.70 
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神戸市告示第319号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年９月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年10月８日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年９月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 御 影 塚 町 4

号線 

神戸市東灘区御影塚町1丁

目14番6地先から 

神戸市東灘区御影塚町1丁

目14番6地先まで 

新 3.90 最大 8.00

最小  6.00 

旧 3.90 最大 8.00

最小  6.00 

令和６年９月24日　神戸市公報第3878号

15



神戸市告示第320号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年９月25日からその供用を開始する。 

その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年10月８日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年９月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 東垂水30号

線 

神戸市垂水区東垂水３丁目

886番１地先から 

神戸市垂水区東垂水３丁目

883番４地先まで 

新 46.00 最大  9.40 

最小  6.60 

旧 46.00 最大 11.80 

最小  3.50 

令和６年９月24日　神戸市公報第3878号

16



神戸市告示第 321号 

 次の指定医療機関について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条４項の規定により，当該指定医

療機関の事業を休止したとして届出があったので，生活保護法第 55 条の 2 の規定により

告示する｡  

  令和６年９月 24日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 病院，診療所又は薬局 

名 称 所 在 地 休止年月日 

都診療所 神戸市灘区深田町２丁目２６番３号 令和 6年 7月 11日 
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神戸市告示第 322号 

 次の医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条および中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3 の

規定により告示する。 

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 指定年月日 

きょうこ皮フ科クリニ

ック 

神戸市東灘区住吉東町４丁目７番２７号 令和 6 年 9 月 1 日 

訪問看護ステーション

紫苑 

神戸市中央区熊内町４丁目５番１３号 令和 6 年 8 月 1 日 

訪問看護ステーション

もえぎ 

神戸市垂水区宮本町１番２８号 令和 6 年 9 月 1 日 
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神戸市告示第323号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の事

業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 廃止年月日 

桑原外科 神戸市中央区下山手通８丁目１０番１８

号 

令和元年 5 月 23 日 

医療法人社団小林内科 神戸市灘区倉石通２丁目２番２７号 令和 5 年 12 月 15 日 

吉田小児科医院 神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目２８番３３

号 

令和 6 年 7 月 18 日 

藤田医院 神戸市東灘区北青木３丁目４番２０号 令和 6 年 7 月 31 日 

木下内科クリニック 神戸市西区伊川谷町有瀬字一の谷３０８

の１ 

令和 6 年 7 月 31 日 

末吉歯科医院 神戸市北区有野町唐櫃３２７０の１ 令和 6 年 7 月 11 日 

名良だるま堂薬局 神戸市灘区水道筋５丁目３番５号 令和 5 年 12 月 26 日 

フラワー薬局三宮店 神戸市中央区雲井通８丁目 令和 6 年 7 月 20 日 

ウエルシア薬局 神戸

枝吉店 

神戸市西区枝吉４丁目３４番１号 令和 6 年 9 月 30 日 

令和６年９月24日　神戸市公報第3878号

19



神戸市告示第324号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の名

称等に変更があったとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 変更年月日 

(新)神戸元町呼吸器内科アレ

ルギークリニック

(旧)バイタリティクリニック

神戸三宮 

神戸市中央区北長狭通４丁目１番

２号 

令和 6 年 8 月 1 日 

(新)岩岡の郷在宅支援診療所 

(旧)岩岡の郷診療所 

神戸市西区岩岡町岩岡字坂ノ下６

５６番地の２ 

令和 6 年 6 月 1 日 

(新)けいこ歯科医院 

(旧)ふじ歯科医院 

神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目２５

番３５号 

令和 6 年 7 月 29 日 

(新)ユニスマイル薬局 長田

店 

(旧)アイリス薬局 長田店 

神戸市長田区長田町２丁目３番１

９号 

令和 6 年 9 月 1 日 

(新)ユニスマイル薬局 京町

店 

(旧)エムハート薬局 京町店 

神戸市中央区京町７０ 令和 6 年 9 月 1 日 
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神戸市告示第325号 

 次の施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１．はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

真田 力（まごこ

ろマッサージ院） 

真田 力 神戸市灘区森後町１丁目２番５号 令和 6 年 9 月 1

日 
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神戸市告示第326号 

 次の指定介護機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項にお

いて準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定介護機

関の名称等に変更があったとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告

示する。 

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

当該変更にかか

る介護事業所の

名称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業

者の名称 

介護事業者の

主たる事務所

の所在地 

変更年月

日 
サービス種類

訪問介護ひいら

ぎ 

(新)神戸市西区

大津和２丁目７

番１０号 

(旧)神戸市西区

井吹台西町２丁

目１番４号 

合資会社

ひいらぎ 

神戸市西区大

津和２丁目７

番１０号 

令和 6 年 

8 月 23 日 

訪問介護 訪問型サ

ービス（独自） 
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神戸市告示第327号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１

項の規定により次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法

第20条第１項の規定により告示する。 

  令和６年９月24日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 都市計画の種類及び名称 

種類 名称 

神戸国際港都建設計画

道路 

9.7.1号新交通専用道１号線 

神戸国際港都建設計画

都市高速鉄道 

都市高速鉄道６号線新交通ポートアイランド線 
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神戸市公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第 19条第１

項の規定により次の都市計画を変更したので、同法第 21条第２項において準用する同法

第20条第２項の規定により同法第14条第１項に規定する総括図、計画図及び計画書を神

戸市中央区浜辺通２丁目１番 30号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供し

ます。 

  令和６年９月24日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 都市計画の種類及び名称 

種類 名称 

神戸国際港都建設計画

道路 

9.7.1号新交通専用道１号線 

神戸国際港都建設計画

都市高速鉄道 

都市高速鉄道６号線新交通ポートアイランド線 
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神戸市公告 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第13条第１項の規定により、神戸市山の街駅東土地

区画整理事業の終了の認可をしましたので、同条第４項の準用する同法第９条第３項の規定に

より、次のとおり公告します。 

令和６年９月 24 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

１ 施行者の名称 

 株式会社日本ライフクリエイター 

  代表取締役 山田 信恵 

２ 事業施行期間 

 平成27年５月25日から令和６年９月30日まで 

３ 施行地区 

 神戸市北区山田町下谷上字今草辻、字門口、字福田谷の各一部 

 神戸市北区緑町一丁目、緑町三丁目の各一部 

４ 土地区画整理事業の名称 

  神戸市山の街駅東土地区画整理事業 

５ 施行認可の年月日 

 平成27年５月25日 

６ 終了認可の年月日 

 令和６年９月12日 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告する

とともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類を次のと

おり縦覧に供します。 

なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和６年９月 24 日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和６年９月 24 日 

                         神戸市 

                         代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ステップガーデン藤原台 

  神戸市北区藤原台中町１丁目４番 

２ 変更した事項 

(1)大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

大和ハウスリアルティ

マネジメント株式会社 

東京都千代田区飯田橋２丁目 18 番

２号 

代表取締役 

伊藤 光博 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては

代表者の氏名 

大和ハウスリアルティ

マネジメント株式会社 

東京都千代田区神田三崎町３丁目３

番 21 号 

代表取締役 

伊藤 光博 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名または名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

上新電機株式会社 
大阪市浪速区日本橋西１丁目６番５

号 

代表取締役  

金谷 隆平 

株式会社テイツー 岡山市北区今村 650 番 111 
代表取締役  

藤原 克治 

株式会社犬の家 愛知県春日井市大泉寺町 292－342 
代表取締役  

福手 由美 
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やまや関西株式会社 仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１号 
代表取締役  

山内 英靖 

有限会社パル 
神戸市北区藤原台南町４丁目 21 番

３号 

取締役  

尾山 亮 

株式会社イトウゴフク 岡山市南区千鳥町５番１号 
代表取締役 

伊藤 龍夫 

株式会社キリン堂   大阪市淀川区宮原４丁目５番 36 号 
代表取締役  

寺西 豊彦 

カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ株式会社 
大阪府枚方市岡東町 12 番２号 

代表取締役  

増田 宗昭 

株式会社アルペン 
名古屋市中区丸の内２丁目９番 40

号 

代表取締役  

水野 敦之 

有限会社緑のマーケット      兵庫県川西市鼓が滝１丁目３番８号 
代表取締役  

片井 勝 

（変更後） 

氏名または名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

上新電機株式会社 
大阪市浪速区日本橋西１丁目６番５

号 

代表取締役  

金谷 隆平 

株式会社犬の家 
愛知県春日井市瑞穂通３丁目 90 番

地 

代表取締役  

福手 由美 

やまや関西株式会社 仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１号 
代表取締役  

山内 英靖 

有限会社パル 
神戸市北区藤原台南町４丁目 21 番

３号 

取締役  

尾山 亮 

株式会社イトウゴフク 岡山市南区千鳥町５番１号 
代表取締役 

伊藤 龍夫 

株式会社キリン堂   大阪市淀川区宮原４丁目５番 36 号 
代表取締役  

寺西 豊彦 

株式会社サンエース 
神戸市東灘区御影中町２丁目１番４

号 

代表取締役  

中山 勇人 

その他未定３区画 
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３ 変更の年月日 

２(1)については、令和６年３月 13 日 

２(1)については、令和６年１月 31 日 

４ 変更した理由 

２(1)については、設置者の住所変更のため。 

２(1)については、退店等。 

５ 届出年月日 

  令和６年４月 18 日 

６ 縦覧期間 

  令和６年９月 24 日から令和７年１月 24 日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するととも

に、当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体そ

の他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を有する者は、令和６年９月 24 日から４月以内に、神戸市に対し、意

見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和６年９月 24 日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ホームセンターコーナン神戸新在家店 

  神戸市灘区新在家南町３丁目 135 番地１ 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代表

者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステート

プラス株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番５号 

代表取締役 

西喜多 浩 

（変更後） 

氏名又は名称 住 所 
法人にあっては代表

者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステート

プラス株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番５号 

代表取締役 

野々口 剛 

３ 変更の年月日及び変更する理由 

  令和６年４月１日 設置者の代表者に変更が生じたため。 

４ 届出年月日 

  令和６年５月 10 日 

５ 縦覧期間 

令和６年９月 24 日から令和７年１月 24 日まで 

６ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定による変更の届出があ

ったので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告すると

ともに、当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和６年９月 24 日から４月以内に、神戸市

に対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和６年９月 24 日 

                        神戸市 

                        代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ＲＩＣセントラルタワー 

  神戸市東灘区向洋町中５丁目 15 番地 

２ 変更した事項 

(１) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 代表取締役 梅田 圭 

（変更後） 

氏名又は名称 住  所 代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 代表取締役 笹田 賢一 

３ 変更の年月日及び変更する理由 

  令和６年４月１日 代表者交代のため。 

４ 届出年月日 

  令和６年６月４日 

５ 縦覧期間 

  令和６年９月 24 日から令和７年１月 24 日まで 

６ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局経済政策課 
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 神戸市水道条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

  令和６年９月 24日  

神戸市水道事業管理者  藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第９号  

   神戸市水道条例施行規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道条例施行規程（昭和 39年４月１日水道管理規程第３号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（遅延損害金の徴収）  （遅収料金の適用時期）  

第６条の２  使用者が条例第 12条によ

り算定された料金をその督促状の指

定 す る 納 期 限 内 に 納 入 し な い と き

は、当該料金の額につき法定利率で

当初の納期限（ただし、納期限の延

長があったときは、その延長された

納期限とする）の翌日から起算して

その全額を納入した日までの日数に

よって計算した額に相当する遅延損

害金を納入しなければならない。  

第６条の２  条例第 12条の２に規定す

る管理者の指定する期日は、条例第 1

2条 に よ り 算 定 さ れ た 料 金 の 督 促 納

期の翌日から起算して 15日（神戸市

の休日を定める条例（平成３年３月

条例第 28号）第２条第１項各号に掲

げる日（以下「本市の休日」という。）

を除く。）とする。  

２  前 項 に 規 定 す る 年 当 た り の 割 合  
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は、閏年の日を含む期間についても、

365日当たりの割合とする。  

３  第１項の場合において、料金の一

部につき納入があったときは、その

納入の日以降の期間に係る遅延損害

金の額の計算の基礎となる料金の額

は、その納入のあった料金の額を控

除した額とする。  

 

４  遅延損害金の計算において、条例

第 12条により算定された料金に 1,00

0円未満の端数があるとき、又はその

全額が 2,000円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨て

る。  

 

５  前各項の規定により計算した遅延

損 害 金 の 額 に 1 0 0円 未 満 の 端 数 が あ

るとき、又はその全額が 1,000円未満

であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。  

 

６  管理者は、公益上その他特別の事

由があると認めるときは、別に定め

るところにより、遅延損害金を減額

又は免除することができる。  

 

 

第 36条  削除  

（減免）  

第 36条  管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、条例第 35条の

規定により減免する。  

(1) １戸又は１箇所当たり１月の使
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用水量が 2 0立方メートル以下のも

のは、条例第 12条の２の遅収料金の

適用による加算分を減額する。  

(2) その他管理者が必要と認めるも

の  

附  則  

 （施行期日）  

１  この管理規程は、令和６年 10月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  神戸市水道条例の一部を改正する条例（令和６年３月条例第 53号）による改

正前の神戸市水道条例第 12条の２に規定する遅収料金が適用となる料金に関し

ては、この管理規程による改正後の第６条の２の規定は、適用しない。  
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神戸市水道告示第21号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので、同規程第10条

の規定により告示する。 

令和６年９月24日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸  

  

指定番号 名称 所在地 代表者 廃止年月日 

35239 
有限会社 

三優貴設備 

神戸市兵庫区夢野町 

２丁目 130 番地 
泉 征 令和６年８月 31日 
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神戸市農業委員会告示第８号 

神戸市農業委員会の会長及び会長職務代理者を令和６年９月 10 日、次のとおり互選したの

で、神戸市農業委員会運営規程（平成 18 年９月農委規程第１号）第 15 条第１号の規定により

告示する。   

令和６年９月 24 日 

神戸市農業委員会 

 

役職名 氏名 住所 

会長 前 中 悠 一 神戸市北区大沢町上大沢 1332 番地 

会長職務代理者 

（第１順位） 
松 下 勇 人 神戸市西区押部谷町高和 1121 番地１ 

会長職務代理者 

（第２順位） 
西 浦 秀 男 神戸市北区八多町附物 1021 番地 
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六甲有料道路・六甲北有料道路・六甲北有料道路２期改築工事並びに料金徴収期間の変更 

 神戸市道路公社  

神戸市道路公社公告第１２１号 

道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号）第 10 条第４項の規定に基づく改築工事並びに同法第

11条第５項に基づく料金徴収期間の変更を行うので、同法第22条第 1項並びに第25条第 1項の規定

に基づき公告します。 

  令和６年９月24日 

神戸市道路公社 理事長 三 島 功 裕 

１ 路線名 

（１） 六甲有料道路 

① 路線名 県道灘三田線 市道有野六甲線 

② 工事の区間 神戸市灘区高羽から神戸市北区有野町唐櫃まで 

（２） 六甲北有料道路 

① 路線名 県道灘三田線 

② 工事の区間 神戸市北区有野町唐櫃から神戸市北区八多町吉尾まで 

（３） 六甲北有料道路２期 

① 路線名 県道灘三田線 

② 工事の区間 神戸市北区八多町吉尾から神戸市北区長尾町上津まで 

２ 工事の種類 

  改築工事 

３ 工事開始の日 

  令和６年６月４日 

４ 料金の額 

神戸市道路公社一般向けマイレージ割引（以下「マイレージ割引」という。）については、以下

のとおりとする。 

 イ 割引を適用する自動車 

   ＥＴＣ車のうち、神戸市道路公社との契約に基づきＥＴＣカードを発行する者から貸与を受け

たＥＴＣカード（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が定めるＥＴＣマイレージサービス利

用規約（以下「マイレージ規約」という。）に基づき、ＥＴＣマイレージサービスの利用に関する

登録がなされたＥＴＣカードに限る。以下において同じ。）を使用して通行料金の納付を行おうと

する利用者の自動車 

ロ 割引率 

  ①ポイントの付与 

   １枚のＥＴＣカードごとにＥＴＣシステムを利用して徴収する１通行ごとの料金の額及び料金

の額の１箇月の合計額に応じて、50 円につき下表のとおりポイントを付与する。なお、ポイント

の付与は神戸市道路公社が別に定める日に終了するものとする。 

基本ポイント 

加算ポイント 

月間利用額区分 
ポイント付与 

（50円につき） 

１通行ごと 

50円につき 

３ポイント 

１万円以下の部分 

１万円を超え３万５千円以下の部分 

３万５千円を超え７万円以下の部分 

７万円を超えた部分 

０ポイント 

３ポイント 

５ポイント 

10ポイント 
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②ポイントによる割引 

   マイレージ規約第２条に定めるマイレージ登録者は、１枚のＥＴＣカードごとに付与されたポ

イント200ポイントを100円分の通行料金に充当する還元額に交換できるものとする。 

③弾力的なポイントの付与及び割引 

   社会政策又は営業上の理由から①に定める表又は②に定めるポイントによる割引を弾力的に変

更する場合には、事前に近畿地方整備局長に届け出るものとする。 

５ 一の道路として料金を徴収する期間 

  「平成 14 年６月１日から令和 20 年７月２日まで」を「平成 14 年６月１日から令和 25 年７月２

日まで」に変更 
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西神戸有料道路改築工事並びに料金徴収期間の変更 

 神戸市道路公社  

神戸市道路公社公告第１２２号 

道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号）第 10 条第４項の規定に基づく改築工事並びに料金徴

収期間の変更を行うので、同法第 22条第 1項並びに第 25条第 1項の規定に基づき公告します。 

  令和６年９月 24日 

神戸市道路公社 理事長 三 島 功 裕 

１ 路線名 

  市道生田川鵯線（西神戸有料道路） 

２ 工事の区間 

  東行き：神戸市中央区生田町 1丁目から神戸市北区山田町下谷上字中一里山まで 

  西行き：神戸市中央区雲井通１丁目から神戸市北区山田町下谷上字中一里山まで 

３ 工事の種類 

  改築工事 

４ 工事開始の日 

  令和６年６月４日 

５ 料金の額 

神戸市道路公社一般向けマイレージ割引（以下「マイレージ割引」という。）については、以下

のとおりとする。 

 イ 割引を適用する自動車 

ＥＴＣ車のうち、神戸市道路公社との契約に基づきＥＴＣカードを発行する者から貸与を受け

たＥＴＣカード（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が定めるＥＴＣマイレージサービス利

用規約（以下「マイレージ規約」という。）に基づき、ＥＴＣマイレージサービスの利用に関する

登録がなされたＥＴＣカードに限る。以下において同じ。）を使用して通行料金の納付を行おうと

する利用者の自動車 

 ロ 割引率 

 ①ポイントの付与 

１枚のＥＴＣカードごとにＥＴＣシステムを利用して徴収する１通行ごとの料金の額及び料金

の額の１箇月の合計額に応じて、50 円につき下表のとおりポイントを付与する。なお、ポイント

の付与は神戸市道路公社が別に定める日に終了するものとする。 

基本ポイント 

加算ポイント 

月間利用額区分 
ポイント付与 

（50円につき） 

１通行ごと 

50円につき 

３ポイント 

１万円以下の部分 

１万円を超え３万５千円以下の部分 

３万５千円を超え７万円以下の部分 

７万円を超えた部分 

０ポイント 

３ポイント 

５ポイント 

10ポイント 

②ポイントによる割引 

マイレージ規約第２条に定めるマイレージ登録者は、１枚のＥＴＣカードごとに  付与され

たポイント 200ポイントを 100円分の通行料金に充当する還元額に交換できるものとする。 

③弾力的なポイントの付与及び割引 

   社会政策又は営業上の理由から①に定める表又は②に定めるポイントによる割引を弾力的に変

更する場合には、事前に近畿地方整備局長に届け出るものとする。 
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６ 料金の徴収期間 

  「換算起算日（平成５年 11月 29日）から令和 13年 11月 28日まで」を「換算起算日（平成７年

９月 12日）から令和 22年 11月 28日まで」に変更とする。 
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神戸市道路公社業務方法書の変更 

神戸市道路公社 

神戸市道路公社公告第１２３号 

 地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）第 22 条第２項の規定により、神戸市道路公社

業務方法書の料金の額及び料金の徴収期間を令和６年８月２１日から次のように変更しま

したので、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律第７号）第 25 条第１項の規定に基づき公

告します。 

  令和６年９月 24 日 

神戸市道路公社 理事長 三 島 功 裕 

 神戸市道路公社が道路整備特別措置法第 10 条第１項の規定によって徴収する料金の額

は、通行又は利用の距離又は時間の短縮、路面の改良、屈曲又は勾配の減少等に伴い、車両

の運転費、輸送費等について通常節約することができる額の範囲内で、採算性の維持に最

も適切なものとする。 

 料金の徴収期間は、原則として 60 年以内で、当該道路の新設又は改築のための建設費等

道路整備特別措置法施行令（昭和 31 年政令第 319 号）第７条第１項の規定による費用の合

算額を料金の収入により償うことができる期間とする。 

 神戸市道路公社は、経済事情の変動その他の理由により料金の額が上記の料金の額の基

準に適合しなくなったと認められる場合には、遅滞なく当該料金の額の変更その他必要な

措置をとるものとする。 
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